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前々回

今　回

出席総数 出  席  率 メークアップ 修正出席率

会員総数

あなたが見えなくて残念でした。欠 席 者

２８/３２　　 　　　８７．５０%　　　　３１/３２　　 　　９６．８８%

２６/３２　　 　　　８１．２５%　　　　　　　　  　　　　　３４名

委員会報告

委員長　山口雅弘君

先日お尋ねいたしました、スリウォンロータリークラブ田辺

さまのお父様、介護の件ですが、多くの情報をメールやお

電話でいただき感謝申し上げます。ご実家のある袋井ロ

ータリークラブ伊藤さまにも役所へ足を運んでいただき、

ロータリアンの素晴らしさを実感致しました。田辺さまのお

母さまからも、皆様へくれぐれもよろしくお伝えくださいと、

感謝のお言葉をいただきましたので、ご報告させていた

だきます。

ありがとうございました。

臨時理事役員会報告

国際奉仕委員会

今日の料理

　朋友ロータリアンの皆さん、私は若いころ、世

界中を旅したいと思っていました。しかし当時は、

旅を夢見ることしかできず、海外をはるか遠くの

世界のように感じていました。とはいえ、日本で

は誰もがそうするように、私も学校で英語を勉強

しました。最初の教科書の1ページ目に「This is 

a pen」と書かれていたことを今でも覚えていま

す。もう50年も前のことです。それから、世界は

大きく変わり、私はロータリーの会長として、か

つて夢見た以上に世界中を旅しています。 

　初めての場所を訪れると、初めての言葉、人々、

慣習に出合います。私は、行った先々でお目にか

かる方々から学ぼうと全力で努めています。お目

にかかる人から学べることがあるはずだと信じて

いるからです。このように考えると、ロータリー

の青少年交換プログラムの意味がより深く理解で

きると感じます。そして、青少年交換を通して、

ロータリーがいかに素晴らしい贈り物をしている

かがわかります。青少年交換は、数々の心を開か

せ、信頼や心の交流を築きます。また、国や背景

が異なる人々を一つにすることができます。 

　ロータリーの青少年交換プログラムは、40年以

上にわたって充実した活動を継続し、今日、第五

奉仕部門である「新世代奉仕」の一部となってい

ます。若者に力を注ぐことで、ロータリーの未来

と、より平和な世界を築くことができます。青少

年を支援することで、新たな世代にロータリーを

引き継ぐことができます。また、国境や文化の壁

を超えた理解の輪が広がります。私たちは支援の

手を差し伸べることの大切さを教え、ロータリー

の中核となる価値観を伝承することができるでし

ょう。このようにして、私たちは平和の構築を支

援しています。 

　青少年交換は、一つひとつの交換を通して国と

国との間の関係を育み、平和な世界を築くという

ロータリーの世界的使命の本質的な要素を担って

います。

ＲＩ会長のメッセージ

三

第8回理事役員会報告

平成２５年５月１０日　１３時30分～１３時５０分�      

会議場　　ブケ東海三島�      

出席者　　 太田政人�　石井邦夫�　加藤正幸� 　

　　　　　　　兼子悦三　　山本良一� 山口雅弘

　　　　　　　根津延和� 　石井司人� 宮澤正昭

　　　　　　　土屋　巧　　小林　勝　　久保栄子

　　　　　　　渡邊照芳　　岡　良森　�

司会者�　　石井司人� 　記録者� 　加藤正幸

①卓話　　プログラム変更の件

　5/31　次年度会長　山本良一�   

　6/7　　新会員　兵藤　　　　　6/14加藤�   

②ハンドベル継続の件�  

　次年度25周年記念事業までは継続�      

③東ヶ崎潔記念募金の件�  

　前回通り見合わせ�      

④職業分類の件�  

　前回討議事項の形で進めていく�      

⑤桜の植樹記念碑の件�  

　復興支援先大槌町にて桜の木植樹に同調して記念碑設営、

　費用はメンバ-より募る�      

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

　今月は会員増強、拡大月間です。先週の石井司人会員

増強委員長の卓話の時間では、増強、拡大は、どうすれば

良いか会員からｱﾝｹｰﾄを取り、後日機会があれば集計し

て発表があると思います。今年度の会員増強は、現在３４

名を頑張って６名増しの４０名に近づけたいと思いますので

会員の皆様のご協力をお願いいたします。（願望です。）

　今日は、ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐の件で報告させてもらいます、次年

度は必ず、せせらぎ三島RCからｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐を選出する

事は皆さん承知していると思います、例会の中で何回かお

伝えしてきました。ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の席で、8月２０日まで

に決定して書面にて報告する様に話がありましたので、

ｸﾗﾌﾞ懇話会、ﾊﾟｽﾄ会長会を行い皆様から色々な意見を

出してもらいました、その結果最終的に全員の想いで山本

良一君にお願いしたらどうかと云う事になり、会長、副会長、

幹事で山本良一君の会社へ伺い、その旨を伝えお願いし

てまいりましたところ「少し考える時間を下さい、後日返事を

します」との事でした。数日して山本良一君から「受けさせ

てもらいます」との返事をいただきまして感謝、感謝です。又、

先日の理事会に図り承認してもらいました。ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐を

補佐するのは皆さんです。是非宜しくお願いいたします。　

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐とは、ｶﾞﾊﾞﾅｰによって任命されるｶﾞﾊﾞﾅｰ補

佐は、ｸﾗﾌﾞの効果的な運営と目標達成を支援します。各

補佐は、通常、4～8ｸﾗﾌﾞを担当します。ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐は、

以下の責務を担うことが推奨されます。

・ｸﾗﾌﾞ・ﾘｰﾀﾞー ｼｯﾌﾟ･ﾌﾟﾗﾝの実施においてｸﾗﾌﾞを援助する。

・「効果的なﾛｰﾀﾘ―ｸﾗﾌﾞなるための活動計画の指標」を

活用して、ｸﾗﾌﾞの目標設定を手伝う。

・招かれた場合には、ｸﾗﾌﾞ例会とｸﾗﾌﾞ協議会（特に、

ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問に関連して行われるｸﾗﾌﾞ協議会）に出

席する。

・各ｸﾗﾌﾞを定期的に訪問し（出来れば毎月、少なくとも四

半期に一度）、ｸﾗﾌﾞ指導者と会合をもち、ｸﾗﾌﾞの運営や

ﾘｿｰｽについて、またｸﾗﾌﾞ資金の管理について話し合う。

・ｶﾞﾊﾞﾅｰとｸﾗﾌﾞのﾊﾟｲﾌﾟ役を果たす。

・奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとその進展状況の確認においてｸﾗﾌﾞを援

助する。

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

幹事報告

ゴルフ同好会

小野靖ガバナー補佐（裾野ＲＣ）

芹澤豊ガバナー補佐事務局（裾野ＲＣ）

会員誕生日

入会記念日

幹事　小林　勝君

山本良一君：新年度スタートです。新米の山本と加藤幹

事ですので間違いが多々あると思います。よろしくお願い

いたします。

米山晴敏君：山本会長、加藤幹事、一年間よろしくお願

いします。頑張って下さい。

兼子悦三君：今日から山本年度、また、今年は創立25周

年の年でもあり、忙しいと思いますが、頑張って下さい。

片野誠一君：新年度も宜しくお願いいたします。

中村　徹君：山本、加藤年度が始まりました。創立25周年

記念式典に向け、1年間よろしくお願いします。頑張って

下さい。

太田政人君：山本新会長、いよいよスタートしましたね。1

年もたてば今の私の心境になれます。ガンバッテ下さい。

矢岸貞夫君：いよいよ今日から新年度が始まります。山本

会長、加藤幹事、頑張って下さい。会員全員で応援します。

宮澤正昭君：山本会長、加藤幹事、一年間よろしくお願

いします。

石井邦夫君：山本会長、加藤幹事、本日より一年間頑張

って下さい。期待しております。

杉山　隆君：新年度スタートです。1年間よろしくお願いい

たします。

石井和郎君：山本会長、加藤幹事、一年間よろしくお願

い致します。

久保栄子君：山本会長、加藤幹事、皆様、本年度もよろ

しくお願い致します。

服部光弥君：新年度、初心にもどり気持ちを改めがんばり

ます。山本年度こそは赤タスキと念じていましたが・・。や

っぱり青タスキでした。岡さん、小島君、赤がとってもおに

スマイルボックス

１．来週15日は特別休会です。

２．31日の源兵衛川保全活動家族会の出欠の返事がま

だの方は本日中にお願いいたします。全員登録事業です。

８月８日　 根津延和君

８月11日　太田政人君

８月９日　 中山和雄君

会員誕生日

会員誕生日

・ｶﾞﾊﾞﾅｰからの提案に応えてもらうようｸﾗﾌﾞに働きかける。

・地区委員会と協力してｸﾗﾌﾞﾚﾍﾞﾙの研修を調整する。

・将来の地区ﾘｰﾀﾞｰを見出し、その育成を援助する。　　

加藤正幸君：長泉わくわく祭り、パッケージプラザカトウと

サインズアース両社で出店し暑い中ガンバッテきました。

太田政人君：誕生のお祝いありがとうございました。69歳に

なります。

山本良一君：久し振りの例会です。暑さに負けず頑張りま

しょう。

中山和雄君：8月6日は私の68歳の誕生日でしたが、兵藤

君からお祝いのメールをいただきました。ありがとうござい

ました。すぐ返信のメールを打ちたかったですが、出来なく、

岡さんからお願いしました。今日は私の卓話です。よろしく

お願い致します。

杉山　隆君：先週お休みしました。メーキャップ行って来ます。

スマイルボックス



ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

委員会報告
国際奉仕委員会

卓話

兵藤弘昭君

ビジター 窪田　明君（三島西ＲＣ）

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

　チェンマイからバンコクへの便は4時以降にして欲しいと

のことです。16：10と17：30にありますが、再確認します。

現在までの決定事項

○チェンマイのホテルはスリウォンが手配

○チェンマイ空港～ホテルはホテルのバスを利用

○チェンマイのホテルロビーに１６：３０に集合し、現地手配

の車にて領事館へ移動

○贈呈式会場は市内ではあるが現在最終の決定に至っ

ていない。

早急に確認したいこと

◎参加者の情報18日例会一時締切（＊お尋ね事項全て

。自己判断で省略は勘弁してください）

◎昨日の例会で参加に○をいただいた方も書類をご提

出いただくまで確定されておりません。（不参加となってお

ります）

＊参加者が確定次第、飛行機の便を決めてまいります。

平成２６年８月１日�金曜日�  19時30分�より

ブケ東海三島     

出席者�  矢岸貞夫　小林　勝　鈴木政則　石井邦夫

　　　　　　米山晴敏　山田定男　土屋　巧　山口雅弘　

　　　　　　望月保延　小島　真　中村　徹

司会者� 小林　勝   �  

①ガバナー補佐選出について

　　次年度ガバナー補佐を山本良一会員に決定

②親睦委員会

　夏の家族会

　開催日：2014年8月31日

　　　　　　９：００～１４：００

　場　 所：源兵衛川

　※全員参加、登録　

　　 全員より会費徴収（大人5000円・小人1000円）

第２回理事役員会報告

幹事　石井司人君幹事挨拶

　社会奉仕団体に加入して32年が経ちます。今年度、幹

事の大役を務めさせていただきます。

　なにせ、事業系の仕事が多く、総務系の仕事の経験が

なく、太田会長にはご迷惑をかけることもあろうかと思いま

すが、一年間無事に走り抜けられれば良いかなと考えてお

ります。

　「ロータリーの楽しさは例会の楽しさ」と、ガバナーが力強

く申されておりました。私としても楽しい例会になるように「

会長」とともに演出させていただきたいと、メンバー皆様の

協力のもと、よろしくお願い申し上げます。

委員長　山本良一君クラブ奉仕委員会

　ＳＡＡはじめ７つの委員会の優秀な委員長、委員が今年

度の当クラブ運営に活躍していただき、太田会長の目標

であります「青少年育成事業」をさらに追求し、充実した活

動のい年になるよう、また、ＲＩ会長テーマ「奉仕を通じて

平和を」、地区方針「クラブは自ら活性し、お互いのつなが

りを実感しながらロータリーを進展させよう」をよく理解し、

委員会活動を進めて行きます。

委員長　久保栄子君ＳＡＡ委員会

　例会が円滑に進行できますよう緊張感をもって役目を果

たしていきたいと思います。皆様のご協力をよろしくお願い

いたします。

委員長　片野誠一君出席委員会

１，出席はロータリーの基本であります。会員の皆様がロー

タリー活動に参加し楽しいロータリーを過ごして頂くために

出席委員会として支援していきたいと思います。　　

２，本年度の会長事業方針に沿った、会員のロータリー活

動の参加状況を把握し、例会において報告する。　　　　　

３，特に新会員の皆様に活動に参加しロータリーを理解し

ていただくために支援していきたいと思います。

　広報委員会の役割は、クラブの活動や奉仕活動を一

般の方々に知っていただくことです。その手段として、新

聞やテレビといったマス媒体を利用したいと思います。結

果として会員増強につながればよいと思います。

　週報、ＨＰについては予算内で充実を図っていきたいと

思います。

委員長　米山晴敏君広報委員会

矢岸貞夫君：新年度も１か月すぎました。ヨタヨタしながら

も頑張っています。これからも宜しくお願いします。

石井司人君：卓話です。暑苦しい話かもしれませんが、協

力お願い致します。

望月保延君：宇宙人御一行様が我が家を占拠しています。

年長を筆頭に孫５人、奴らが眠るまで今日は家に帰りませ

ん。

小林　勝君：本日の例会で幹事就任１か月がたちました。

まだまだ慣れないため、不手際多くてすいません。一生懸

命つとめますのでよろしくお願いします。

渡邊照芳君：毎日暑いですね。水分をしっかりとり、体に

気を付けましょう。本日は早退致します。

土屋　巧君：大変遅ればせながら、ゴルフ同好会昨年度

の年間チャンピオンの表彰をいたしたいと存じます。田中

錦城さんおめでとうございます。これを糧にもっと精進して

ください！

Ａテーブル：先日Ａテーブルでテーブル会を開催いたしま

した。３つの事業の今後というテーマで行い、ロータリアン

としてロータリアンらしい大変充実したテーブル会でした。

これからテーブル会を開催するテーブルは是非本音で話

をしてみてください。

スマイルボックス

今日の料理

　今日は私の職業（土地家屋調査士）に係わる土地の境界

についてお話をさせていただきます。その前に土地家屋調

査士とはどのような職業か簡単に説明いたします。人は出

生後１４日以内に市町村に届け、備え付けられている戸籍

簿に住所、氏名、性別、生年月日などが記載されますが、

不動産も住所や氏名、性別などがあります、これらは法務

局に備えられている登記簿の表題部に記載されておりその

表題部に変動があった場合１か月以内に法務局に届け登

記簿に登記しなければなりません、この届に対しての申請

代理人が土地家屋調査士の業務です。また登記簿には表

題部、甲区欄、乙区欄があり甲区欄、乙区欄に変動があっ

た場合の申請代理人は司法書士の業務です。登記とは土

地所有者が目的によって登記申請されたものを登記官が

登記簿に記載することです、例えば所有する土地の一部を

子供の住宅を建てるために贈与する場合にその土地の全

体を測量し、この場合に隣接の土地所有者と境界の立会

を行いその土地の筆界を確定し分筆登記の申請書を法務

局に提出されたものが登記されます。ただし土地の境界に

は、筆　界、土地所有権界、土地占有界があり、確定測量

の境界の立会確認が大変困難な現状です。

１、�筆　界（公法上の境界）とは不動産登記の手続きにより

決定された、一筆の土地の範囲を示す界のことであり、分

筆（一筆の土地を二筆以上に分ける）か、合筆（二筆以上

の土地を一筆にする）登記をしてそれぞれ生まれた筆の境

界であり個人間では勝手には作れないものです。これは不

動産登記法の第３４条に一筆の土地ごとに所在、地番、地

目、地積、などが登記事項となっています、また建物につい

ては不動産登記法第４４条にて一戸の建物ごとに、所在、

家屋番号、種類、構造、床面積、などが登記事項となって

いて法務局に備え付けられている土地登記簿や建物登記

簿に登記されています。最初に筆界が出来たのは明治１０

年頃でそれまでは領主がいて村民に土地を貸し与え村単

位で物納による貢租をしていましたが、一地一主の原則に

よる農民の私的所有権を認め、個人単位で金納とする地

租の改革により耕作面積に対して租税するために耕作地の

範囲を示す一筆限り図が出来ました。土地の登記簿ではそ

の土地の所在、地番、地目、地積、所有者、担保権者、な

どの情報は知ることができますが、土地の形状や隣の土地

あるいは道路とどのように接しているかなどの情報はわかり

ませんので、土地の形や位置関係などを図面にした公図（

旧土地台帳付属地図）がありますが、これは１９６０年に旧土

地台帳法が廃止されたことで法的根拠を失い、現在では

不動産登記法第１４条の「登記所には、地図及び建物所在

図を備え付けるものとする」この１４条地図は最近のものは世

界測地系で測量し作成されていますので相当制度がよいも

のが出来ています。国土調査（国土交通省）や１４条地図作

成（法務省）で随時作られていますが、まだまだ遅れている

ために公図を地図に準ずる図面として土地の大まかな位

置や形状を見てその土地の境界を確認する判断材料にし

ています。

２、�所有権界（私法上の境界）隣接地土地所有者との合意

に基づき自由に変更することができる。たとえば隣接地との

境界が斜めになっていてお互いにまっすぐに境界を決めブ

ロック塀を作った、これはお互いに認め合ったことですので

所有権界としては何も問題ありません。また一筆の土地の

一部を第三者に譲って登記していなくても何ら問題はない。

中山和雄君
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これは民法第２０６条の中で所有者は自由にその所有物の

処分する権利を有する。つまり登記をしなくても双方につい

ては土地の交換や、土地の譲渡について効力が発生して

いる。しかし民法第１７７条に不動産に関する物件の変動の

対抗要件により登記をしなければ、第三者に対抗できない。

上記の場合お互いの土地の分筆登記を行い土地交換登

記や、譲渡した部分の分筆登記をして所有権移転登記をし

ていなければ第三者に対抗力がない。現状では担保なども

登記簿に記載されている一筆の範囲に設定されるので登

記処理して筆界イコール所有権界となっているのが大部分です。

３、�土地占有界　占有者が一方的に隣接する他人の所有

物件を利用開始している界、民法の第１６６条にて過失のな

い場合は１０年そうでない場合でも２０年間所有の意思を持

って占有しているものは取得時効が成立する。しかし土地

境界訴訟や、土地所有権界確定訴訟などの裁判での確定

判決が必要なため裁判開始から判決が出るまでに相当に

時間がかかり未解決事件　が相当たまっているようです。こ

のような紛争の早期解決策として法務省では平成１６年にＡ

ＤＲ基本法（裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関す

る法律）が制定され静岡県でも静岡境界紛争解決センター

を立ち上げ、ＡＤＲ認定土地家屋調査士２名と弁護士１名

がチームとなり話し合いから解決まで、お手伝いしています

。私も認定土地家屋調査士の資格を取得してセンターの一

員となっています。全国で土地家屋調査士は平成２６年４月

１日現在１７，１１１名おり、その内認定土地家屋調査士は５，４

１０名です。静岡会では６０９名の調査士の中でＡＤＲ認定土

地家屋調査士は２１５名です。また、不動産登記法の改正で

第６章に筆界特定に関する法律が新たに制定され筆界特

定登記官と筆界調査委員（土地家屋調査士と弁護士）が土

地の筆界特定を求める当事者からの申請を受けて迅速か

つ適正に現地で筆界を特定し、問題の解決をはかる制度

です。しかし特定で確定ではないのでまだまだ需要が少な

いですが、土地境界の争いが後を絶ちません。特に住居地

の隣接地同士の場合は毎日の生活にも支障を来すと思い

ます。皆さんの住いは如何ですか、自分の代で隣地と境界

の立会をし、しっかりした境界杭を設置し杭を残して悔いを

残さないように心掛けてください、争いの前に話し合えば意

外にスッキリと決まるものです。　　　


